
 

 

 
 県内に工場又は事業所を新設・増設する企業様に対して、その初期投資等に係る費用を支援します。 
 鳥取県が特に成長を推進する先進的な取組は重点的に支援し、企業様の成長・拡大への挑戦を応援します！ 

※中小企業の新たな取組や生産性向上の取組については、他に３つのステージがあります。 
（補助額 最大２００万～１，５００万円） 

 

― 鳥取県産業成長応援補助金（大型投資）― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【補助メニュー・補助率一覧】 

 一般投資支援 成長・規模拡大ステージ 

①固定資産 

（土地・建物・設備） 

補助率１０％ 
（土地建物取得かつ県内本社設置で
＋５％加算） 

補助率２０％ 
（本社移転・先進技術・県内資源活用のいず
れかで＋５％加算） 

②初年度リース・賃借料 補助率５０％ 補助率５０％ 

③少額資産 ２０万円未満の資産対象 

補助率１０％ 
２０万円未満の資産対象 

補助率２０％ 

④IJUターン人材確保経費 補助率５０％（最大９０万円） 補助率５０％（最大１５０万円） 

※③④の補助額は合計で固定資産＋賃借料の５％が上限 
 
【補助要件一覧】 

 一般投資支援 成長・規模拡大ステージ 

①投資額 ３，０００万円超の工場等の整備（固定資産への投資及び賃借料の計） 

②対象業種 原則、全業種 
ただし製造業・ソフトウェア業等以外の業種(サービス業等)は、経営革新計画または地域経済
牽引事業計画の承認が必要 

③新規雇用 

④雇用＋付加価値増 

※③④いずれか一方で可 

３人以上 ５人以上 

雇用維持＋付加価値年４％増加 雇用維持＋付加価値年５％増加 

※付加価値は（営業利益＋人件費＋減価償却費）の合計で算出 

⑤重点分野 なし 経営革新計画または地域経済牽引事
業計画の承認を受け、かつ重点４分野
にかかる先進的な取組であること 

☆設備投資がないソフトウェア業・コンテンツ事業等については、賃借料のみを補助する「次世代ソフトウェア産業

等創出支援補助金」が利用できます。（補助率５０％ ・ 最大１,０００万円×５年) 

☆このほか、排水処理施設、従業員用社宅整備のための補助もあります。 

 

 ～事業計画について、まずはお気軽にご相談ください。～ 
【問い合わせ先】鳥取県商工労働部 立地戦略課 

TEL:0857-26-7220 FAX:0857-26-8117 ﾒｰﾙ:ritti@pref.tottori.lg.jp 

鳥取県産業成長応援補助金（大型投資）のご案内 


